
新宿御苑学院返金規定 

申請前、申請後キャンセル 

一旦納入頂いた選考料は、在留資格認定証明書申請前、在留資格認定証明書交付後に関わら

ずキャンセルされた場合には、理由の如何に関わらず返金いたしません。 

 

来日前キャンセル 

学費納入後の来日前に止むを得ない事情により留学をキャンセルされる場合、書面による

理由の通知に加え、在留資格認定証明書と入学許可証明書を返還頂くことを条件として返

金をいたします。但し、選考料は入学選考及び留学ビザ申請の対価であり、入学金は入学希

望者への学籍確保及び受入れ準備に係る一連の事務作業等への対価であるため、返金しま

せん。 

 

入学後の授業キャンセル 

入学後に止むを得ない事情により授業をキャンセルする場合、文書での届出により返金を

いたします。入学から 6 か月以上在籍をされている場合は提出時点で開始していない学期

の授業料について、返金対象となります（入学から 6 か月未満の場合、6 か月目までの授業

料は返金できません）。 

※選考料、入学金、教材費、留学生保険については返金の対象とはなりません。 

 

除籍の場合 

留学中に法令・校則に違反し除籍処分となった者は、授業料の返金の対象外となります。 

 

 


